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新発田地域包括支援センター 管理者 様 

介護予防通所介護相当サービス 管理者 様 

介護予防訪問介護相当サービス 管理者 様 
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新発田市高齢福祉課長   

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る新発田市介護予防・日常生活支援総合事業の 

請求の取扱いについて Vol.２（通知） 

 

新型コロナウイルス感染症に係る新発田市介護予防・日常生活支援総合事業の請求の取

扱いについては、令和２年５月１３日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る新発

田市介護予防・日常生活支援総合事業の請求の取扱いについて」で、お示ししているとこ

ろですが、別添のとおり QAをお送りしますので、御確認のうえ御対応をお願いします。 

なお、今回の取扱いは、あくまで当市の介護予防・日常生活支援総合事業における対応

であること、今後の国の通知等を踏まえ内容を見直す場合もあることについて、あらかじ

め御了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

新発田市高齢福祉課計画指導係 

担当：志賀、小柴 

TEL：0254-28-9201  



別添 

問１ 介護予防通所介護相当サービス、介護予防訪問介護相当サービス又は訪問型サービ

ス A を提供する事業者が、一部の利用者に対して利用自粛を依頼（新型コロナウイルス

感染症を理由に限る。）した場合、日割り計算の方法はどのようになるか。 

（答） 

新型コロナウイルス感染症を理由に、一部の利用者に対して利用自粛を依頼し、介護予

防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数等のサービスが提供できなかった場合には、

当該利用者については日割り計算を行うこととなります。 

日割り計算の方法は、月の総日数から、利用自粛を依頼した期間（定期休業日を含む。）

を差し引いた日数分について請求することとします。（例１参照） 

 一方、利用自粛を依頼した期間の影響を受けず、適切な利用回数等のサービスを提供さ

れた利用者については、日割り計算は行いません。（例２参照） 

 

※この取扱いは、次の通知等に準じています。 

・「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（令和２年２月１７

日付）」の別添「令和元年度台風第 19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」２（３） 

・「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第３報）（令和２年

２月２８日付）」問４ 

 

例１ ９月の利用自粛依頼期間 ９月７日～９月１４日（８日間） 

9月 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 

利用自粛 

依頼期間 

          

サービス 

提供予定日 
〇   〇    〇   

（月の総日数）３０日－（利用自粛依頼期間）８日＝（日割りとして請求する日数）２２日 

 

例２ ９月・１０月の利用自粛依頼期間 ９月３０日～１０月２日（３日間） 

9月 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

利用自粛 

依頼期間 

          

サービス 

提供予定日 

 
 〇  〇 

    
〇 

９月分：月額包括請求  １０月分：月額包括請求 

 

 

問２ 問１で示された取扱いは、事業所が保健所等から休業要請を受けた場合又は自主的

に休業した場合も同様となるのか。 

（答） 

 同様となります。 

 


